
議案第 ２４ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町国民健康保険特別会計予算 

 
 
令和８年度市川三郷町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １，７２２，５３７ 千円と定め、直営診療施設勘定の歳入歳出予算 
の総額は、歳入歳出それぞれ １１，００４ 千円と定める。 

 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 
（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用すること 
ができる場合は、次のとおりと定める。 
 

 
（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 

の流用。 
 
（２）  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。 
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国民健康保険特別会計事業勘定 
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国民健康保険特別会計直営診療施設勘定 

 

 

 

 

14



15



16



議案第 ２５ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町介護保険特別会計予算 

 
 
令和８年度市川三郷町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 
（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２，３３３，１１９ 千円と定める。 
 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用すること 
ができる場合は、次のとおりと定める。 
 

 
（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 

の流用。 
 

（２） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。 
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議案第 ２６ 号 

 
 
 

令和８年度 市川三郷町介護サービス事業特別会計予算 

 
 
 

令和８年度市川三郷町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ４，６０２ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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議案第 ２７ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町温泉事業特別会計予算 

 
 

 令和８年度市川三郷町の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ５１，０７８ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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議案第 ２８ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町恩賜県有財産保護管理事業特別会計予算 

 
 

 令和８年度市川三郷町の恩賜県有財産保護管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ２，６９５ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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議案第 ２９ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町市川財産区特別会計予算 

 
 

 令和８年度市川三郷町の市川財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ３，１７７ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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議案第 ３０ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町高田財産区特別会計予算 

 
 

 令和８年度市川三郷町の高田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ２，３７９ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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議案第 ３１ 号 

 
 

令和８年度 市川三郷町大同財産区特別会計予算 

 
 

 令和８年度市川三郷町の大同財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  １３，７６２ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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議案第 ３２ 号 
 
 

令和８年度 市川三郷町後期高齢者医療特別会計予算 

 
 

 令和８度市川三郷町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ３６１，２４６ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用すること 
ができる場合は、次のとおりと定める。 

 
（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 

の流用。 

 

38



39



40



議案第 ３３ 号 

 
 

令和８年度 峡南地域教育支援センター共同設置特別会計予算 

 
 

 令和８年度峡南地域教育支援センター共同設置特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  ５，１４８ 千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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